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岩手沿岸南部広域環境組合事務決裁規程 

 

平成１８年 ４月２１日 訓令第２号  

改正 平成２６年 ３月３１日 訓令第３号  

 

 （目的） 

第１条 この訓令は、管理者が執行する事務の円滑を期するとともに、責任の範囲を

明らかにするため、事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めることを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 ⑴ 専決 管理者の権限に属する事務を、専決権者が常時管理者に代わって決裁す

ることをいう。 

 ⑵ 代決 管理者又は専決権者が不在のとき、代決権者が一時的にそれらの者に代

わって決裁することをいう。 

 （専決事項） 

第３条 事務局長及び事務局次長が専決できる事項は、別表第１のとおりとする。 

２ 予算執行並びに収入命令及び支出命令に関する専決事項は、別表第２のとおりと

する。 

 （専決処理） 

第４条 前項の専決は、起案文書の決裁欄に専決権者が押印することにより行う。 

 （専決の制限） 

第５条 事務の内容が、次の各号のいずれかに該当する事項については、第３条の規

定にかかわらず専決することができない。 

 ⑴ 特に重要又は異例と認められる事項 

 ⑵ 紛議論争となっている事項又は処理によって紛議論争を生ずる恐れがあると認

められる事項 

 ⑶ 前各号のほか、上司においてその事案を了知しておく必要があると認められる

事項 



２ 

 

 （管理者不在のときの代決） 

第６条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。 

２ 管理者及び副管理者が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。 

 （専決事項の代決） 

第７条 事務局長が不在のときは、事務局次長が事務局長の専決事項を代決する。 

２ 事務局次長が不在のときは、主幹が事務局次長の専決事項を代決する。 

３ 事務局次長及び主幹が不在のときは、所管の係長が事務局次長の専決事項を代決

する。 

 （代決の制限） 

第８条 前２条の代決は、次の各号に掲げるもの以外はすることができない。 

 ⑴ あらかじめ処理の方針が示されてあったもの 

 ⑵ 緊急やむを得ないもの、比較的軽易なもの又は定例的なもので代決処理しても

他に何ら支障を及ぼさないと認められるもの 

 ⑶ その他代決を相当と認められるもの 

 （代決処理及び後閲） 

第９条 第６条及び第７条の代決は、代決者が起案文書の当該欄に「代決」の表示を

なし、それに代決者が押印することにより行う。 

２ 前項により代決した場合は、起案文書の決裁者欄に「後閲」と朱書し、上司が登

庁の際速やかに、後閲を受けなければならない。 

   附 則 

 この訓令は、平成１８年４月２１日から施行する。 

   附 則（平成２６年３月３１日訓令第３号） 

 この訓令は、平成２６年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

区分 専決事項 

事務局長 １ 事務局次長の休暇、欠勤、出張その他の服務に関すること。 

２ 軽易な規程の改廃又は法令、条例及び規則に基づく告示及び公告

に関すること。 

３ 定例に属する令達及び指令に関すること。 

４ 国庫若しくは県補助金又は交付金の交付申請に関すること。 

５ 議会に関する軽易な事務の処理に関すること。 

６ 文書の保存及び廃棄処分に関すること。 

７ 予算の令達に関すること。 

８ 工事その他請負業者の資格確認に関すること。 

９ 公示送達に関すること。 

１０ 期間が６か月以上の臨時職員の任免及び給与の決定に関する

こと。 

１１ その他前各号に準ずること。 

事務局次長 １ 所属職員の事務分担及び事務分掌に関すること。 

２ 所属職員の出張及び時間外勤務に関すること。 

３ 所属職員の休暇及び欠勤に関すること。 

４ 所掌する事務に関する関係諸台帳の整備保管に関すること。 

５ 文書の収受、発送、浄書及び印刷に関すること。 

６ 保管する公印の使用に関すること。 

７ 物品の管理に関すること。 

８ 職員の身元調査に関すること。 

９ 職員の健康管理に関すること。 

１０ 扶養親族の認定に関すること。 

１１ 期間が６か月未満の臨時職員の任免及び給与の決定に関する

こと。 

１２ 臨時職員の発令手続に関すること。 

１３ 職員の身分証明書等の発行に関すること。 
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１４ 給与の集中計算処理に関すること。 

区分 専決事項 

事務局次長 １５ 職員の児童手当に関すること。 

１６ 職員の各種保険料の調査に関すること。 

１７ 職員の所得税の源泉徴収に関すること。 

１８ 職員の県・市民税等の特別徴収に関すること。 

１９ 市町村職員共済組合の組合員の資格認定、給与の報告、掛金及

び貸付返済金の徴収並びに給付金請求及び貸付申請の手続に関す

ること。 

２０ 市町村職員健康福利機構に関すること。 

２１ 都市職員災害共済会に関すること。 

２２ 全国市長会団体生命保険に関すること。 

２３ その他職員の諸願出の処理に関すること。 

２４ 例規の編集に関すること。 

２５ 条例の制定及び改廃の知事に対する報告に関すること。 

２６ 議会議決事項の報告に関すること。 

２７ 告示の手続に関すること。 

２８ 予算書の調製に関すること。 

２９ 予算配当に関すること。 

３０ 予算謄抄本の交付に関すること。 

３１ 組合債の借入又は償還に関すること。 

３２ 国庫又は県補助金の交付申請後の諸報告、請求手続等に関する

こと。 

３３ 工事の施工監督及び出来高証明に関すること。 

３４ 請負工事の工程表及び完成届の処理に関すること。 

３５ ごみ処理の計画立案に関すること。 

３６ 委託業者の指導に関すること。 

３７ 防災計画の立案に関すること。 

３８ 施設の改善及び管理に関すること。 

３９ 関係市町と所掌事務の連絡調整に関すること。 
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４０ その他前各号に準ずること。 
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別表第２（第３条関係） 

予算執行及び収入・支出命令に関する専決事項 

専決事項 
専決の範囲 

事務局長 事務局次長 

予 
 

算 
 

執 
 

行 

１ 収入の調定命令に関すること。  全 部 

２ 使用料、手数料等の還付に関すること。  全 部 

３ 使用料、手数料等の減免及び欠損処分

に関すること。 

５万円未満 

（欠損処分につ

いてのみ） 

全 部 

４ 予算の流用に関すること。 ２０万円以上 ２０万円未満 

５ 予備費の充用に関すること。 
１０万円～ 

５０万円 
１０万円未満 

６ 報酬、給料、職員手当等、共済費、災

害補償費、恩給、退職金、退職手当負担

金、臨時職員賃金及び報償費（税額控除

該当分に限る）の支給に関すること。 

 全 部 

７ 交際費、食糧費の支出に関すること。 ２万円以上 ２万円未満 

８ 需用費のうち光熱水費、役務費のうち

通信運搬費、保険料及び公課費の支出に

関すること。 

 全 部 

９ 物品の購入、修繕等に関すること。 １０万円以上 １０万円未満 

１０ 調査、研究、施設の維持管理等の業

務委託に関すること。 
１００万円以上 １００万円未満 

１１ 工事又は製造の執行の決定、予定価

格の設定及び請負契約に関すること。 

（工事に係る設計委託を含む） 

１３０万円～ 

３，０００万円 
１３０万円未満 

１２ 負担金、補助金及び交付金に関する

こと。 

５万円～ 

２００万円 
５万円未満 

 

１３ 扶助費の支出に関すること。  全 部 
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専決事項 
専決の範囲 

事務局長 事務局次長 

予 

算 

執 

行 

１４ 償還金、利子及び割引料の支出に関

すること。 
全 部  

１５ 補償補填及び賠償金の支出に関する

こと。 

１０万円～ 

５００万円 
１０万円未満 

１６ 前各号を除く支出負担行為に関する

こと。 

５０万円～ 

１，０００万円 
５０万円未満 

収 

入 

・ 

支 

出 

命 
令 

１７ 収入及び還付命令に関すること。  全 部 

１８ 報酬、給料、職員手当等、共済費、

災害補償費、恩給、退職金、退職手当負

担金、臨時職員賃金及び報償費（税額控

除該当分に限る）に関する支出命令並び

にこれらに伴う歳入歳出外現金の収入及

び支出命令に関すること。 

 全 部 

１９ 前項を除く歳入歳出外現金の支出命

令に関すること。 
 全 部 

２０ 需用費のうち光熱水費、役務費のう

ち通信運搬費、保険料、負担金、補助金

及び交付金のうち保険給付費等、扶助費

及び公課費の支出命令に関すること。 

 全 部 

２１ 前３項以外の支出命令に関するこ

と。 

１，０００万円 

以上 

１，０００万円 

未満 

備考 

１ 専決の範囲は、すべて事案１件についての金額を表す。 

２ 金額の表示で、「○○円～○○円」とあるのは、「○○円以上○○円未満」を表す。 
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《参考》 

 ９ 「物品の購入、修繕等」に含まれる科目 

  １ 消耗品費 

  ２ 燃料費 

  ３ 印刷製本費 

  ４ 修繕料 

  ５ 飼料費 

  ６ 医薬材料費 

  ７ 原材料費 

  ８ 備品購入費 

 

１６ 「前各号を除く支出負担行為」に含まれる科目 

  １ 人夫賃金 

  ２ 需用費（賄材料費） 

  ３ 役務費（広告料、手数料） 

  ４ 使用料及び賃借料 

  ５ 公有財産購入費 

  ６ 貸付金 

  ７ 投資及び出資金 

  ８ 積立金 

  ９ 寄付金 

 １０ 繰出金 


